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社会福祉法人 楽生会 

小規模多機能施設 富士 

重要事項説明書 

 

当施設は介護保険の認定を受けています。 

（指定 第３７９０１００１１３号） 

 

※ 当施設は利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明し

ます。 

 

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象とな

ります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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１、事業者 

（１）法人名          社会福祉法人 楽生会 

（２）法人所在地        香川県高松市屋島西町２２７７番地１ 

（３）電話番号         ０８７－８４１－２２２０ 

（４）代表者氏名        理事長 木村 良子 

（５）設立年月         平成１２年１０月２０日 
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２、事業所の概要 

  （１）事業所の種類       小規模多機能型居宅介護施設 

                  

（２）事業所の目的        住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令

に基づき利用者が自宅で可能な限り暮らし続けら

れるような生活の支援を目的として、通いサービ

ス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わ

せてサービスを提供します。 

  （３）事業所の名称       小規模多機能施設 富士 

  （４）事業所の所在地      香川県高松市屋島西町２２７７－４ 

  （５）電話番号         ０８７－８４４－８８６４ 

  （６）事業所長（管理者）氏名  泉 万由美 

  （７）事業所の運営方針     １）職員は、利用者について、心身の状況、その置

かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

いて、利用者の居宅において、または当施設に通っ

ていただき、もしくは短期間宿泊していただき、当

施設において、家庭的な環境と地域住民との交流

の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生

活上の世話、機能訓練を行うことにより利用者が

その有する能力に応じ、住み慣れた居宅において

自立した日常生活を営めるよう援助していきます。 

                  ２）利用者が住み慣れた居宅において自立した日

常生活が営めるよう、その目標を設定し計画的に

行います。 

                  ３）サービスの実施にあたっては、地域包括支援セ

ンター、居宅介護支援事業者、運営推進会議、その

他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供す

る者と密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、

総合的なサービスの提供に努めます。 

                  ４）サービスの実施にあたっては、利用者の自らの

意思に基づき、自らの意思を尊重するサービスの

提供を行います。また、利用者の人権、尊厳やプラ

イドが守られる言葉遣いや関わりを行います。 

  （８）開設年月         平成１９年５月１４日 

 

  （９）登録定員         ２９人 
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                 （通いサービス１５名、宿泊サービス９名） 

  （１０）居室等の概要       当施設では、以下の居室・設備をご用意していま

す。宿泊サービスの際に利用される居室は個室で

すが、３人部屋などの他の種類の利用をご希望さ

れる場合は、その旨お申し出ください（ただし、利

用者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望

に添えない場合もあります）。 

 

居室・設備の種類 室数 備考 

宿

泊

室 

個室 ６室  

３人部屋 １室  

合計 ７室  

食堂  

居間  

台所  

浴室  

消防設備  

その他  

 

※ 上記は、厚生労働省が定める基準により、指定小規模多機能型居宅介護施設に必置が 

義務付けられている施設・設備です。 

 

３、通常実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域 高松市内の屋島 

  （２） 営業日及び営業時間 

 

営業日 年中無休 

通いサービス 月～日 ７時～２２時、祝日 ７時～２２時 

訪問サービス 随時 

宿泊サービス 月～日 ２２時～翌７時、祝日 ２２時～ 翌７時 

 

※受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。 

 

 

 

４、職員の配置状況 
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  当事業所では、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員

として、以下の職種の職員を配置しています。 

 

<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

従業者の職種 ⼈員配置 勤務時間 

１管理者 1 主な勤務時間 

２介護⽀援専⾨員 1 以上 9:30〜18:30 

３介護職員 ⽇中の利⽤者 3 名に対して 1 名 夜間の勤務体制 

  (訪問 1 名、夜間 1 名) 16：30〜９:30 

４看護職員 常勤換算で１以上   
 

      

＊職員の配置については、指定基準を遵守しています。       

       

       

       

 

５、当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  当事業所が提供するサービスについて、以下の２つの場合があります。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

     （介護保険の給付の対象となるサービス） 

 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 

（介護保険の給付対象とならないサービス） 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

  以下のサービスについては、利用料金の９割または８割、７割が介護保険から給付され、

利用者の自己負担は費用全体の１割・２割・３割の金額となります。ア～ウのサービスを具

体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、利用者と協議の上、小規模多機

能型居宅介護計画に定めます（（５）参照）。 

<サービスの概要> 

 ア 通いサービス 

   事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練

を提供します。 

 ①食事 

 ・食事の提供及び食事の介助をします。 

 ・食事サービスの利用は任意です。 
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 ②入浴 

 ・入浴または清拭を行います。 

 ・衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。 

 ・入浴サービスの利用は任意です。 

 ③排泄 

 ・利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な

援助を行います。 

 ④機能訓練 

 ・利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 

 ⑤健康チェック 

 ・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

 ⑥送迎サービス 

 ・利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

 

 イ 訪問サービス 

  ・利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を提供

します。 

  ・訪問サービス実施等のための必要な備品等（水道・ガス、電気を含む）は無償で使用

させていただきます。 

  ・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 

    ①医療行為 

    ②利用者もしくはその家族等からの金銭または高価な物品の授受 

    ③飲酒及び利用者もしくはその家族に等の同意なしに行う喫煙 

    ③利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

    ④その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

  ウ 宿泊サービス 

    施設に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を提

供します。 

<サービス利用料金> （契約書第５条参照） 

  ア 通い・訪問・宿泊（介護費用分）すべてを含んだ一月単位の包括費用の額 

    利用料金は１ヶ月ごとの包括費用（定額）です。 

     下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護

保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください（サービスの利用料

金は、利用者の要介護度に応じて異なります）。記載は 1 割負担での負担金額です。

２割の場合負担金額は２倍、３割の場合３倍となります 
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１、利用者の要介護度と

サービス利用料金 

要介護１ 

106357 円 

要介護２ 

156312 円 

要介護３ 

227391 円 

要介護４ 

250965 円 

要介護５ 

276715 円 

２、うち、介護保険から給

付される金額 

95721 円 140680 円 204651 円 225868 円 249043 円 

３、サービス利用に関る

自己負担額（１－２） 

10636 円 15632 円 22740 円 25097 円 27672 円 

 

☆  月ごとの包括料金ですので、利用者の体調不良や状態の変化等により小規模多機

能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多機能

型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引、ま

たは増額はいたしません。 

☆  月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期

間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」

及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。 

登録日・・・利用者が当施設と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊の

いずれかのサービスを実際に利用開始した日 

登録終了日・・・利用者と当施設の利用契約を終了した日 

 

☆  利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をい

ったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が

介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、利用者が保険給付

の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付しま

す。 

☆  利用者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます。（下記（２）ア及

びイ参照） 

☆  介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の

負担額を変更します。 

  イ 初期加算（１日につき） 

    小規模多機能型居宅介護施設に登録した日から起算して３０日以内の期間につい

ては、初期加算として下記のとおり加算分の自己負担が必要となります。３０日を超

える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。 

 

１、加算対象サービスとサービス単位 初期加算（３０日まで） 

３００単位（１日あたり） 

２、うち、介護保険から給付される金額 ２７０単位（１日あたり） 
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３、サービス利用に係る自己負担額 

  （１－２） 

３０単位（１日あたり） 

  

  ウ 認知症加算 

   ①認知症加算（Ⅲ）７６０単位/月  ②認知症加算（Ⅳ）４６０単位/月 

  ※算定要件 

  認知症加算（Ⅲ）：日常生活に支障を来たすおそれのある症状・行動が認められること

から、介護を必要とする認知症の利用者（日常生活自立度Ⅲ以上） 

  認知症加算（Ⅳ）：要介護２に該当し、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意

思疎通の困難さが見られ、周囲の者による注意を必要とする認知

症の利用者（認知症日常生活自立度Ⅱ） 

  エ 看護職員配置加算（Ⅰ）900 単位/月(Ⅱ)700 単位/月(Ⅲ)480 単位/月 

  ※算定要件  

  常勤かつ専従の看護師を１名以上配置している場合 

   

オ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）７５０単位/月（Ⅱ）６４０単位/月 

（Ⅲ）３５０単位/月 

※ 算定要件 

（Ⅰ）小規模多機能型居宅介護従事者（看護師又は准看護師であるものを除く）の総数

における（常勤換算）介護福祉士の割合が７０％以上の場合 

勤続１０年以上の介護福祉士の割合が２５％以上の場合 

（Ⅱ）介護福祉士の割合が５０％以上 

（Ⅲ）従業者の総数のうち勤続年数 7 年以上の者の占める割合が 30％以上 

 介護福祉士の割合が４０％以上 

 常勤職員の割合が６０％以上 

または研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む）を実施又

は実施を予定していること 

利用者に関する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達又は技術指導

を目的とした会議を定期的に開催すること 

 

カ 訪問体制強化加算   １０００単位/月 

キ 総合マネジメント体制加算（Ⅱ） ８００単位 

※算定要件  

（1）利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時計画作成

責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介

護計画の見直しを行っていること。 
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（2）利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交

流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。 

（1）（2）のいずれにも適合すること 

 

ク 科学的介護推進体制加算     ４０単位 

（1）利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等に係る基本的な情

報を厚生労働省に提出していること 

（2）必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供に当たって、（1）に規定する情報

を活用していること 

（1）（2）のいずれにも適合すること 

 

  

ク 処遇改善新加算Ⅰ １４．９%   処遇改善新加算Ⅱ １４．６％  

  処遇改善新加算Ⅲ １３．４％   処遇改善新加算Ⅳ １０．６％ 

    処遇改善新加算Ⅴ（1）～（14）現行処遇改善加算Ⅰ特定処遇改善加算Ⅱ  

ベースアップ加算に改定による加算率を上乗せする  

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金> 

 ア 食事の提供（食事代） 

   利用者の提供する食事に要する費用です。 

   料金：朝食：３９０円 昼食：７３０円（おやつ代含む） 夕食：６８０円 

 イ 宿泊に関する費用 

   利用者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。 

１７００円 

 ウ おむつ代 

   １３０円 

エ 尿とりパッド代 

  ４０円 

 オ 複写物の交付 

    利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

とする場合には実費をご負担いただきます。 

   １枚につき １０円 

 ☆  経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する

ことがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う
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２ヶ月前までにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第５条参照） 

   前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、現金もしくは口座引き落と

しにより翌月２７日までにお支払いください。 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第６条参照） 

 ☆  小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められた

内容を基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサービ

ス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。 

 ☆  利用予定日の前に、利用者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービスの利用

を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この

場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

 ☆  ５、（１）の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は１ヶ月ごとの

包括費用（定額）のため、サービスの利用回数等を変更された場合も１ヶ月間の利用

料は変更されません。ただし、５、（２）の介護保険の対象外のサービスについては、

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者の体

調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の食費相当分 

  

☆  サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望

する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して

協議します。 

 

（５）小規模多機能型居宅介護計画について 

    小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れ

た地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ

つ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、

訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らし

を支援するものです。 

    事業者は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、利用者と協

議の上で小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。計画

の内容及び評価結果等は書面に記載して利用者に説明の上交付します。 
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６、苦情の受付について（契約書第１８条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

  当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

       ○苦情受付窓口（担当者） 

         管理者 泉 万由美 

       ○苦情解決責任者 

         施設長 木村 太郎 

       ○受付時間   毎日 ７：００～２２：００ 

      また、ご希望・苦情受付箱を施設内に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

高松市健康福祉部 

    介護保険課 

所在地    香川県高松市番町一丁目８番１５号 

電話番号   ０８７－８３９－２３２６ 

ＦＡＸ    ０８７－８３９－２３３７ 

国民健康保険団体連合会 所在地    香川県高松市福岡町２丁目３番２号 

電話番号   ０８７－８２２－７４３１ 

ＦＡＸ    ０８７－８２２－７４５５ 

香川県社会福祉協議会 所在地    香川県高松市番町１－１０－３５ 

       香川県社会福祉総合センター５Ｆ 

電話番号   ０８７－８６１－０５４５ 

ＦＡＸ    ０８７－８６１－２６６４ 

 

７、運営推進会議の設置 

  当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況につい 

て定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、 

下記のとおり運営推進会議を設置しています。 

 

 

<運営推進会議> 

構成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援センター職

員、小規模多機能型居宅介護施設について知見を有する者等 

開催：隔月で開催。 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 
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８、第三者評価について 

  毎年 1 月、運営推進会議のメンバーから、サービス評価の外部評価を受けています。 

  第三者評価による実施状況 ○1 あり ２なし 

  実施日          令和８年１月２９日 

  評価機関名称       小規模多機能施設富士 運営推進会議 

  結果の開示        ○1 あり ２なし 

 

９、協力医療機関、バックアップ施設 

 当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以下

の医療機関を協力医療機関として連携体制を整備しています。 

 

<協力医療機関> 

 屋島総合病院       所在地 〒７６１－０１１３ 

                  高松市屋島西町１８５７－１ 

              ＴＥＬ ０８７－８４１－９１４１ 

 はせ川内科循環器科医院  所在地 〒７６１－０１１３ 

                  高松市屋島西町１７３６ 

              ＴＥＬ ０８７－８４１－１５５５ 

 しん治歯科        所在地 〒７６１－０１２３ 

                  高松市牟礼町原５９４－１          

              ＴＥＬ ０８７－８４５－６６４４    

               

 

１０、非常火災時の対応 

 非常火災時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、避難訓練を年２

回、利用者も参加して行います。 

      防火管理者：泉 万由美 

<消防用設備>  

 

・自動火災報知機   ・非常通報装置   ・ガス漏れ探知機    

・非常用照明     ・誘導灯      ・消火器 

 

１１、サービス利用に当たっての留意事項 

 ○サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

 ○事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用に 

  より破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 
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 ○他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

 ○所持金品は、自己の責任で管理してください。 

 ○事業所内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

 ○宿泊された際に持ち込んだ荷物を引き取られない場合は費用を徴収させていた 

  だく場合があります。 

１２、事故発生時の対応 

1 利用者に対する小規模多機能型居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生し 

 た場合には、損害賠償を速やかに行う。 

２ 事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際して採った処置について記録す 

 る。 

３ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる。 

１３、緊急時の対応 

1、職員は、サービス実施中に利用者の心身の状況に異常その他緊急事態が生じた 

 ときには、速やかに主治医に連絡などの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなけれ 

 ばならない。 

２ 主治医との連絡並びに指示が得られなかった場合には、事業所が定めた協力医療機関 

 へ連絡するとともに受診等の適切な処置を講ずる。 

１４、その他運営に関する重要事項 

1 職員等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。 

（１）採用時研修  採用後１ヶ月以内 

（２）定期的研修  随時 

２ 職員等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者または家族から求め 

 られたときは、これを提示する。 

３ サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利 

 用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得てお 

 くものとする。 

４ 小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者及びその家族 

 に対し、運営規程の概要、従業員の勤務の体制その他の利用申込者のサービス選択に 

 資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に 

 ついて利用申込者の同意を得る。 

５ 事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な小規模多機 

 能型居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の小規模多機能型 

 居宅介護事業所等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。 

６ 事業所は、小規模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被 

 保険者証によって、被保険資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の期間を確かめ 

 るものとする。 
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７ 事業所は、前項の被保険者証に、介護保険法７３条第２項に規定する認定審査会意見 

 が記載されているときには、当該認定審査会意見に配慮して、事業を提供するものとす 

 る。 

８ 小規模多機能型居宅介護の提供を受けている利用者が、正当な理由なしに小規模多機 

 能型居宅介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態等の程度を増進さ 

 せたと認められるとき、あるいは、偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、ま 

 たは受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を関係市町村に通知するも 

 のとする。 

９ 事業所は、居宅介護支援事業所またはその従業者に対し、利用者にサービスを利用さ 

 せることの代償として金品その他の財産上の利益を供与しない。 

１０ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとす 

 る。 

                              

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

指定小規模多機能型居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の 

説明を行いました。 

 小規模多機能施設 富士 

 説明者職名          氏名           印 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定小規模多機能型居宅介 

護サービスの提供開始に同意しました。 

 利用者住所                   氏名           印 

 保証人住所                   氏名           印 

 

※ この重要事項説明書は、厚生労働省令第３４号（平成１８年３月１４日）第８８条に

より準用する第９条の規定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明のた

めに作成したものです。 

 


